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生きていれば日本の透析を引っ張る一人となったと思います．

3　腎臓の最初の患者さん

腎研に入って最初に受け持った患者さんは 50年たった今でも鮮明に覚えています．奈良の天理よろず病

院から紹介のあった糖尿病性腎症の盲目の青年でした．その頃は糖尿病が原因の末期透析患者さんは透析を

しておりませんでした．医科歯科では全国でも最先端の透析治療を行っていたのでわざわざ奈良から紹介さ

れました．今では考えられませんが，糖尿病性腎症は PD firstで，Crが 20になるまで導入しませんでした．

PDと言っても 40本ぐらいの重いガラス瓶に入った腹膜透析液をラックにつるし，それぞれを連結管でつ

なぎ，K調整のため KClを入れ，準備に 1時間以上かかりました．それを毎日繰り返すのです．越川先生

が毎朝，病室にいる研修医の僕に声をかけてくれたのを覚えています．残念ながら，透析導入が遅かったの

か，PDでは効率が悪かったのか，お亡くなりになりました．天理市からきた天理教の方が病室で太鼓をた

たく音がいまでも聞こえます．

4　横須賀共済病院透析室―笹岡先生と宇田婦長の教え

卒後 2年目に横須賀共済病院に研修医として派遣されました．その透析グループを率いるのが医科歯科出

写真 1　越川先生受賞のお祝い
前列左から，浅野先生，越川先生，杉野先生，井上先生，秋
澤先生（枠内），後列左から，秋葉先生，笹岡先生，佐々木
先生，飯野，北岡先生，富田先生，腎臓財団・本田眞美さん

写真 2　自治医大腎臓内科創設期の飯野，浅野
先生，草野先生
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身の笹岡先生と宇田婦長（透析看護学会）です．その頃は珍しい夜間透析もやっていました．笹岡先生は何

をしても許してくれる大らかな人でした．宇田婦長は研修医にも暖かく厳しい母親のような人でした．Kiil 

型の透析器の幕張りから，透析準備，穿刺，返血，まで一通り指導されました．透析の基礎を学んだ貴重な

時期でした．

5　自治医大―浅野先生の透析室創設お手伝い

テキサス大 Kokko教授講演会で単離尿細管の話を聞き，これをやりたいと閃き，日本でただ一人テクニ

ックを持つ自治医大の今井正先生のところに押しかけました．今井正先生の研究室で単離尿細管灌流の研究

をする傍ら，循環器内科（細田教授）の中にあった浅野先生の腎臓班で研究生としてお手伝いしました．腎

臓班には 3野と呼ばれる，浅野，飯野，草野がおりました（写真 2）．草野先生は浅野先生の後の自治医大

の教授になりました．僕が最初にゴルフコースに出たのは，自治医大循環器内科のコンペです．名門の日光

カンツリーに行く前日に 3人で宇都宮まで行って，同じハーフセットを買って，その足で練習場に行きまし

た．一夜漬けの状態でゴルフをしたので 3人とも散々の結果は目に見えています．それがトラウマになった

のか浅野先生はゴルフをやらなくなりました．飯野と草野先生はそれにも懲りず今でもゴルフをしています．

6　医科歯科大透析室―武内重五郎先生と丸茂文昭先生

金沢大学教授の武内重五郎先生が医科歯科に赴任してから医局は様変わりしました．カンファランスで臨

床の重要性を認識させられました．NIHと Harvard留学帰りの若輩の僕に透析室を任せてくれました．透

析と移植医療に没頭した時期です．武内先生が定年になり，丸茂教授が赴任しました．研究中心の医局にな

りました．

7　日本医科大学―医療に目覚めた

丸茂教授から “お前は医科歯科にいても教授になれないから外へ出ろ”と医局員の結婚披露宴の待合室で

言われて，その場で OKしたのも，臨床に目覚めた，楽天的，前向き思想の影響かもしれません．日本医大

に移ってから人間性のある本来の医療に関われたのは良かったと思います．日本医大の仲間や医局員に感謝

しています．腎臓移植に専念したのもこの時期でした．

8　透析グループやよい会―甲斐さんと室岡さん

日本医大を定年後，医局員派遣でお世話になっていたやよい会に誘われて勤務することになりました（日

本医大教授柏木先生が理事長）．やよい会設立は松和会の室岡さんと日本医大関連施設として作りました．
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つまり，やよい会は松和会グループの一員というわけです．松和会グループの親分である甲斐さんは経営者

として成功した人間的に素晴らしい人で，僕のゴルフの師匠です．このグループの特徴は，アメリカの透析

グループと同じように経営は事務が，診療は医師が責任をもつ分業制です．医師が経営をすると治療をない

がしろにして，利潤追求に走る恐れがあります．事務と医師がお互い協力することが患者さんのためです．

9　今後の透析を考える

50年間にわたり透析医療にかかわってきて，随分と進歩したことも多くあります．しかし，まだまだ患

者さんの要望に応えるだけの治療には達していないのが現状ではないでしょうか．資源も資金も限られてく

る将来を見据えると，透析医療も変革が必要です．患者さんが毎日楽しみにして透析クリニックにくるよう

な施設にするとともに，より効率的，経済的，良質均一な透析医療を目指すべきです．

最後に僕が作ったやよい会の理念と基本方針を掲げます．

やよい会の理念：

医療は，患者さん，その家族，医療者のすべてに幸せをもたらすものでなければならない．

やよい会の基本方針：

　1. 患者さん中心の医療を行う．

　2. 患者さんと医療者がお互いを思いやる．

　3. クリニック内を明るく・気持ち良い空間にする．

　4. 最良・最新の医療を提供する．

　5. 地域医療に積極的に参加し，総合医療を目指す．
日本医科大学名誉教授/やよい会理事長/あだち江北メディカルクリニック名誉院長（東京都）　
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﹁透析医としてのこだわりと共同意思決定﹂  �   伊達敏行　

透析療法に関わって 45年余りになりますが，私には一貫して透析医としてこだわっていることがありま

す．それは体液管理の問題です．なぜこだわるかというと，基本的に透析患者さんはほぼ無尿ですので，排

尿により体液バランスを保つことができません．従ってその代替をするのが透析療法の重要な役目というこ

とになります．

この時体液管理の重要な鍵を握るのが，いわゆるドライウェイト（DW）の決定ということになりますが，

この DW管理がなんとも曖昧で，施設や担当医によって相当に緩かったり厳しかったりと，大きく異なっ

ていることに度々驚かされます．ちなみに，当院に転院してきた患者さんの大半は DWを下げることになり，

時には短期間で数キログラム以上という場合もありますので，当院の DW管理は相当に厳しい方だろうと

私自身思っています．

もちろん透析導入初期の DW管理はあまり厳し過ぎると残腎機能（残存尿量の保持）が早期に失われて

しまいますので注意が必要ですが，一方，残存尿量の保持にこだわりすぎると溢水や高血圧を見逃したり，

降圧薬を多めに使い過ぎたりすることになりかねませんので，こちらも要注意かと思われます．

しかし，維持期のほぼ無尿と思われる患者さんに対して，余りにも緩めに DWを管理することにはどう

しても賛同できません．なぜなら透析終了時に例え適正な DWで終了したとしても，基本的に無尿であれば，

その後の次回透析日に向かって溢水状況としては通常徐々に増悪することになるからです．もし DWが適

正 DWよりも緩めであれば，本来なら溢水が完全に消失するはずの透析終了時でも，溢水のないいわゆる

適正 DWには一瞬たりとも達しないために，常時溢水状態が継続されてしまうことになるのです．

すなわち，特に体重増加の多い患者さんにとっては，透析終了時を含めて休みなく心循環系に対する過剰

な負荷が続くことになり，高血圧や動脈硬化さらには心不全のリスクが高くなるのは必定と思われます．

また，緩めの DWは貧血に関しても少なからず悪影響を与えると考えられます．通常我が国の場合には

定期採血が週初めの透析開始時ですので，緩めの DWであれば採血時の血液は溢水により希釈度がより大

きくなり，Hbの数値は見かけ上低目に出てしまいます．特に同じ患者さんでも採血時の体重増加が極端に

多い時と少ない時では，たとえ DWが厳しく管理されていたとしても Hbの値は大きく異なってきます．す

なわち，DWや採血時の体重増加量を考慮に入れずに，Hbの数値のみから貧血の状態を判断し，造血剤の

投与量を調整したりするのは適切でないということになります．

血圧管理にしても貧血管理にしても，基本は DW管理が正しく行われて初めて正当な評価が行われると

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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いうことを，常に意識した上で投薬調整をすべきであろうと思います．

言い換えますと，血圧が高くなってきたからといって直ぐに降圧薬を始めたり増量したりする．また貧血

が強くなってきたからと言って直ぐに造血剤を始めたり増量したりする．このようなことは，対症療法的に

短期的な効果は見られるかもしれませんが，根本的な体液管理不良という状況は放置されてしまう危険性が

あるため，長期的な視点から見ると好ましいことではないと考えます．

当然 DW変更の際は，浮腫の有無を含む身体所見や血圧，心胸比，インボディなどを中心に，Hb，Alb，

HANPといった血液データなども参考に，患者さん自身からも食べ具合や運動量などから太っている要素が

あるのか，痩せている要素があるのか聞き取り調査を行い検討します．その上で患者さんには DW変更の

必要性を十分説明し，納得を得てから実施しようとするのですが，この時に度々浮上するのが共同意思決定

（shared decision making;  SDM）の問題ということになります．すなわち，SDMの過程で十分な納得が得

られたと確信したにも関わらず，肝心の患者さんの最終意思決定が必ずしも医療者サイドの思いには合致し

ないということが起きるのです．患者さんの言い分としては，「説明には納得できるけれど実行は勘弁して

下さい」というケースが多く，その都度ジレンマに悩まされるのですが，こだわりを捨てきれない当方とし

ては結局あの手この手を繰り出すことになります．

それは，どちらかというと DWを下げる時に往々にして見られることが多いのですが，色々なデータを

示し繰り返し説明を行うことで，患者さん自身に「痩せ」は認めていただけるのですが，実際に体重を下げ

るとなると「嫌です」「拒否します」と難色を示すのです．

その理由の中には，元来痩せ気味の患者さんで特に女性の場合に多いのですが，DWを下げることにより

「シワが目立つ」とか「肌つやが悪くなる」といった外見的な風貌の変化を嫌うというものがあります．

このような場合には確かに同意・納得できる一面もあるため，さすがに私自身の「こだわり」は一時的に

少し抑えざるを得なくなります．結局折衷案として一時的に少量の降圧薬を処方し，栄養補助食品の摂取を

薦めたり透析中の栄養補給を行なったりして，少しふっくらとしてきた頃合いを見計らって「これならもう

目立たないので少し DWを落として，降圧薬を止めてみませんか？」と優しく相談してみます．この作戦

の成功率はどれだけ患者さんの内なる心に耳を傾け，どれだけ自分自身のこだわりを抑え込めるかにかかっ

ているように感じています．

一方，元来肥満気味の患者さんで何度も DWを上げ続けてきているにも関わらず，さらに DWを上げな

ければならない状況になった時，「もう着るものがなくなるので嫌だ」という患者さんが見受けられること

もあります．このような場合には普通カロリー制限や運動を勧めるのが筋ですが，元来それが苦手な患者さ

んであるが故に太ってくるのですから，そう簡単に行かないことは容易に理解できます．結局は安価で伸び

縮みのしやすいスポーツウエアを購入するようお願いし，例え期待は薄くてもカロリー制限と運動量を増や
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すという，口約束だけは交わして DWを上げさせてもらいます．

このように，日常臨床の中で度々行う DW変更ですら SDMの際に苦労することが多いのですから，透析

時間延長に関する SDMに際しては，医療者と患者さんの間に理屈では超えられない思いの違いが現れるた

め一層難しいことになります．

医療者として透析患者さんの基本的な病態を考えると，透析回数は頻回で透析時間は長い方が望ましいと

思われます．実際に在宅透析での頻回透析や 1回 6時間以上の長時間透析を行なっている患者さんの QOL

や生命予後が良いことは，多くの学会報告や文献からも明らかです．しかし，いくら長時間透析が体に良い

としても，拘束を伴う長時間の透析を実施するとなると話は違ってきます．患者さん自身の考え方や生活，

時には価値観や人生観をも巻き込んだ判断になるため，「患者さんと医療者双方が納得し満足できる合意」

という理想の SDMを得る作業は極めて困難なものになります．　

当院でも，遅ればせながら 2年半程前より積極的に長時間透析を導入し，昨年末には全患者さんの半数を

超える 77名が長時間透析を継続するに至りました．しかし，昨年末よりコロナ感染症対策として院内にお

ける食事提供の中止を余儀なくされた結果，半年を過ぎた現在では長時間透析継続者が 3分の 1以下まで激

減してしまいました．さらに一時的に長時間透析を中止した残り 3分の 2の患者さんの中でも，その半数以

上は今後食事が再開されたとしても長時間透析には戻らないとの意思を表明しています．

当初，ほんの 2, 3人から始まった長時間透析患者数が，極めて短期間で急激に増加した理由は幾つか考え

られます．最大の要因は 2週間のお試し期間を経験した数人の患者さん達が見る見る元気になり，その実体

験を周りの患者さんに自ら語ることで，次から次とお試し長時間透析に挑戦する患者さんが増えて行ったこ

とだと思います．また，その姿に勇気付けられたスタッフ達が，長時間透析の良さを目の当たりにし，確信

を持って他の患者さんに対しても，より積極的に勧めて行ったことも要因として考えられます．さらに，長

時間透析患者さんには送迎や穿刺の待ち時間を極力少なくするなど，なし得る範囲内で可能な限り便宜を図

るという当院の基本方針を，全患者さんに伝え了解を得たことも追い風になったかもしれません．そして，

挫折しそうな患者さんに対しては多くのスタッフで励ましあい，希望すれば月に 2回までを限度として標準

透析時間を設けるなど，様々なバックアップ体制の強化に努めたことも少なからず支えになったと思われま

す．

その結果，当時は日ごと明るく元気になる多くの患者さんに支えられて，先に述べた SDMに潜む困難さ

はほとんど問題になりませんでした．　

ところが，数年経過したところで奇しくもコロナ禍という思いもよらぬ試練が降りかかった途端，当初周

りの空気に押されるかのように長時間透析を選択した患者さん達が，一時的にでも標準透析に戻って冷静に

考えた結果，改めて長い治療時間の辛さと忍耐の大きさに気付き判断を見直したのかもしれません．そう思



透析医のひとりごと 617

うと，自ら最終判断を下した患者さんが自らの過去の判断に縛られたり，後押しする医療者に気兼ねしたり

することなく，偽らざる現在の本心を表明できたことは双方にとって良かったと考えています．

これこそが SDMの望ましい在り方であり，私たち医療者は患者さんの最終意思決定が揺れていないか

常々注意をしてきたつもりでいましたが，まだまだ個々に応じてよりきめ細かな観察を行い，患者さんの偽

らざる声を聞き出し，その都度丁寧に対応していかなければならないと再認識することができました．　

最近では降圧薬や造血剤あるいはMBD関連薬剤などにしても，様々な付加価値をも兼ね備えた優れた薬

剤が多数登場し，血圧や貧血あるいはMBD管理などに関しては，私が透析医療に関わり始めた 40年以上

前に比べて隔世の感があります．

しかし，良い薬を容易に利用できる時代になったとしても，透析患者さんの基本的な病態は変わらず，む

しろ高齢化や合併症の複雑化などにより使用薬剤は増え多岐に渡っています．

このような時だからこそ，安易に薬剤に頼る前に根本的な病態を熟考し，最も基本となる透析療法そのも

のは勿論のこと，体液管理を中心とした様々な維持管理の仕方を見直したり工夫したりする努力を惜しんで

はならないと思います．

そして根拠に基づいた自分なりのこだわりを持ちつつも，患者さんにとって重要な意味を持つ SDMに関

しては，可能な限り患者さんと医療者双方が納得し，満足できる合意を目指して丁寧に対応していきたいと

考えています．
腎愛会だてクリニック（北海道）　
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﹁15. 日本透析医会創世期を彩った人々―2﹂  �   山㟢親雄　

この神田秘帖シリーズは，法人化され日本透析医会（以後医会とする）雑誌が発行される以前の資料（前

回，段ボール 10個ほどと書きましたが，「神田秘帖　1」に書きましたように，正確には 7箱です．このあ

たりがたびたび書いてきました私の大雑把なところです．）を基に，先人から語り継がれた話を，稗田阿礼

のように口伝（だから話の内容の半分以上は噂話の域を出ない）としてまとめてきましたが，前回でも予告

しましたように，最終稿となりました．

前回は医会法人化直前の，日本腎不全対策協会に関係した方々を紹介させていただきました．最終回は，

まさに法人化された時点での医会執行部の方々です．

稲生綱政初代会長

東京大学医科学研究所の外科教授時代に書かれた当時としては唯一の教科書「人工腎臓」を上梓され，犬

の肺を用いた血液浄化研究が印象的でした．まだ血液透析療法が広く臨床応用される前のもので，教科書と

いうより研究の書と言えるかもしれません．

医会活動への参加は，多くの大学関係者や学会関係者が躊躇される中で，平澤先生の強い要請もあって，

透析医療の社会的側面の重要性（先生自身がそう語っておられます）に理解を示されたものと思われます．

当時の医会は，金儲けの集団と誤解され認識されていた部分もあって，学究肌の稲生先生は，日本透析医会

が堂々たる学術専門集団であることの証でした．医会法人化 5周年の厚生省課長の挨拶に，「絹のハンカチ

（東大教授）を泥（日本透析医会）で汚してまで」という稲生先生に対する表現がこの状況を物語っている

と言えます（神田秘帖　3）．

医会会長をリタイアされた後も，医会主催のカレントトピックスなどには必ず出席され，静かに聴講され

ておられました．

平澤由平二代目会長

前回，小高先生と太田先生を，わが国透析医療を牽引した 3人のうちのお 2人と紹介しました．3人目は

間違いなく平澤先生です．古今を通じ，わが国最高の臨床透析医と考えています．その理由は，①アルミニ

ウム（Al）骨症や Al脳症に早くから気づき，医会を通じて全国の水道水 Al濃度を測定し，逆浸透（RO）処

理が必須であると提案されたように，透析臨床の先端を走りながら，新しい知識を広めたこと，②新潟大学

神田秘帖神田秘帖
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から信楽園病院に維持透析の場所を移し，質の高い診療が展開されたことは，全国のサテライト施設の見本

となったこと，③この時点で，MSWを含めたすべてのコメディカルが参加する包括医療を展開し，全国の

透析診療所といえども栄養士やMSWが配置されるに至ったこと……などがあげられます．

透析医は欲張り，すぐ大金持ちになる……という世の悪しき風評を，良質な透析医療と，災害対策など患

者支援を前面に打ち出した医会活動は，平澤先生の時代に確立されました．多くの優秀な後輩を育てたこと

も誇るべき業績です．また良質な医療の典型とされるところは透析施設への RO装置の導入で，これがわが

国の治療成績が世界一であることを担保したはずです．繰り返しますが，わが国最高の臨床医でした．

医会の会議が終わった後，よく「やぶそば」で語り合う機会がありましたが，先生は必ず「かも南蛮」で

した．お別れの会で，患者さんには食事の大切さを説きながら，自分は全く意識していなかったと，奥様か

らお聞きしましたが，そんなこともありかと．

太田裕祥副会長・専務理事

生まれは神田で箱根の向こうにはお化けが住んでいるというのが口癖でした．医会事務所が神田にあるの

は，太田先生の希望によるところが大きかったと推測されます．

医会へは，都道府県連合会から医会への移行期に参加されたと思われます．社会保険中京病院院長時代に，

名大分院から太田和宏先生が赴任されたのを契機に，日本で最初の社保病院での透析室を立ち上げられまし

た．

そのころから，愛知県・名古屋市の行政，腎不全・透析治療の研究と普及にまい進する名古屋大学附属病

院分院内科，腎生検を中心とした腎疾患研究に従事する名古屋大学腎グループ，臨床腎移植を実践する中京

病院と関連する泌尿器科グループおよび名古屋第二日赤病院，全ての民間透析医療施設などを包括した愛知

県腎不全対策協議会が立ち上げられ，その中心が太田裕祥先生でした．実に上手な人使いでした．もちろん，

医会の前身の腎不全対策協議会は，愛知県のこのシステムを見本としています．

しかし太田先生が最も誇る業績は，医学や医療行政の世界ではなく，わが国の女子バスケットボールが，

初めて国際大会に出場した時の三菱電機名古屋の監督だったこととご本人から聞きました．

山川眞常務理事

法人化されて医会の目標は透析医療の質の向上とされましたが，80％を占める透析患者を管理する民間

透析施設の医療の質の向上は，基礎に経営の安定があってこそ……と言えます．その意味で，先生は全国の

民間透析施設の代表として執行部に入られたと思われます．

ところで，当時もっとも民間透析施設にとって大きな関心事は，感染性廃棄物の範囲と処理費用でした．

場合によっては医療施設側の大きな負担が予想されたことによります．この，感染性廃棄物処理に関する委

員会の担当理事が山川先生でした．私も委員の 1人として参加させてもらいましたが，最終的に，ウィルス

肝炎患者に用いたダイアライザーのみが感染性と分類され，残りは主治医の判断によるとされたのは先生の

業績でした．

しばらくしてすい臓がんを患い，越川昭三先生が会長で横浜で開催された日本透析医学会へ，奥様の介助

で車いすに乗って出席され，皆様にお別れされておられたのが印象的でした．

松田鈴夫理事（時事通信社厚生福祉編集長）

なじみのない方も多いと思いますが，ある意味では，この方がおられたからこそ，医会の法人化が可能だ

ったといっても過言ではありません．取材を通じて厚生省の現役課長・局長から OBを熟知されておられ，
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医会活動内容に合わせて，担当者を紹介していただきました．前号で紹介しました翁久次郎先生を，医会法

人化に向けた理事として斡旋していただいたのも，松田先生でした，

加えて専門の福祉分野から，透析医療に関する問題を指摘されております．①なぜ人口当たりのわが国透

析患者数が多いのか．早期発見と治療体制が不十分では？ ②QOLと生きがいに焦点を当て，多職種がか

かわる包括医療と，社会福祉の側面からのアプローチが必要なのでは？ ③継続的なマンパワーの質と量の

確保……について提案されました（医会雑誌．4（3）創立一周年記念シンポジウム「明日の腎不全対策―末

期腎不全について―」）．まさに今，透析医療の問題点となっている点を，先見性をもって指摘されたことに

なります．

その後は，国際医療福祉大学教授として活躍されました．

吉田豊彦常務理事

鈴木満先生のよき理解者でした．日本泌尿器科学会の保険委員でもあり，診療報酬改定時の正確な情報は，

誰よりも早く医会へもたらされました．現在も続いています保険審査担当者による保険診療に関する会議

（透析保険審査委員懇談会）は，先生の提案でした．

また，特筆すべきは，先生自身の医会での仕事以外に，スタッフによる協力が医会事業に大きな影響をも

たらしました．透析技術料への抗凝固薬の包括と引き換えに，悲願の ROを用いた水処理加算が保険収載さ

れましたが，その点数のもとになったのは，みはま病院内野順司君の臨床に基づく原価計算結果でした．ま

た，メーリングリストに基づく災害時の情報収集システムは，同じく武田稔男君の設計によるもので，本部

が現在の白鷺病院に移るまでは，ほとんど武田君個人が管理し，災害時の立ち上げを 1人で担当されていま

した．

吉田先生とは，医会で一緒にさせていただいた最後の仕事が，エリスロポエチンの技術料への包括であっ

たことは別の機会で書いています．

何度か一緒にゴルフをしましたが，鈴木先生や私とは違って，ギャンブルなしの堅実なコース戦略をお持

ちでした．

鈴木満常務理事

何はともあれ，医会の最大の功労者です．

都道府県連合会時代は，保険診療報酬改定一辺倒の事業内容に不満があってか，表には出てこられません

でした．小石川生まれの江戸っ子にとって，連合会会長の太田和宏先生は，箱根の向こうのお化けだったの

でしょうか． 

医会となってからは，法人化，臨床工学技士法の成立などに関して足しげく厚生省に通い，その真摯な対

応は，厚生省の担当者に理解され，信望が厚かったと聞いています．

何度かお宅に泊めて頂いたときに，NHK解説で人気の梶原武夫プロをお招きし，指導碁を受けさせてい

ただく機会がありました．鈴木先生はじっくり考えるのは苦手のようで，「えい面倒な！」と次の一手を打

ってしまうことが何度かありました．いかにも短気な江戸っ子という風情です．しかし会議録で見る法人化

に関する厚生省との交渉では，次々と新しい条件が出される中で粘り強く対応する姿が推察され，囲碁での

対応とは全く異なるものでした．もっとも，囲碁で見る性格が，本質に近いと信じていますが．

最後に，半分愚痴と恨みを込めながら．平澤先生が退任を表明された後，ほとんどの関係者は鈴木先生が

三代目の会長を引き受けられると思われたことでしょう．しかし固辞され続けました．会長よりも専務理事

としての仕事をしたい，もう医会の仕事は終わりにしよう，後に日本医師会の理事を考えていた……などの
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思いがあったと考えますが，本音は最後まで明かされませんでした．私が会長に就任後，厚労省にご挨拶に

行きますと，「えっ．それじゃ鈴木先生はどうしたの？」という話から始まったものでした．

最終は，日本医師会理事として中医協委員となり，なくなっていた透析時間区分を復活させたわけですか

ら，平澤先生の提案された水処理と同様に，わが国の良質な透析医療を担保した最大の業績といえます．

最後に．

創世期には在籍しておりませんでしたが，私自身の個人的な現況を．

いろいろなことがありまして，最近，何とか辞世の句を作りたいと俳句やら短歌やらをひねっています．

候補作を一つ．

　かくあれと巻き上げられし自鳴琴　かくなりて止む最後はシの音

　　　　　　　　　　　　　　　　　（かく鳴りて病む最後は死の音）

多少おふざけが入り，軽めのところが自分らしいと考えていますが，NHKや朝日の歌壇では，箸にも棒

にもかかりませんでした．

さて，一旦絶筆を宣言した後，未練がましく，医会のための仕事だからと勝手な言い訳をし，5年にわた

り書き続けてまいりました「神田秘帖」を，これを持ちまして終わりにします．

機会を与えていただいた会誌編集委員の方々，つたない文章をお読みいただいた方々にお礼を申し上げ，

擱筆します．
日本透析医会名誉会長/増子クリニック昴　
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本稿では，前号で報告後，2021年 7月 30日（WEB開催），9月 10日（WEB開催），10月 22日

に開催された計 3回の常任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主
な活動について，執筆時点の 2021年 11月中旬までの当会の動きとして報告させていただきます．

1. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する対応について

前回，本欄でご報告した 7月上旬時点はすでに第 4波による感染者数の減少が終わり増加に転じ

ている状況で，その直後の 7月 12日には東京都において 4回目の緊急事態宣言が発出されました．
その後，8月 2日には埼玉，千葉，神奈川，大阪の 4府県で，さらに 8月 20日には 7府県，27日

には 8道県と，最終的には第 5波では，第 4波から解除されていなかった沖縄を含めると 21都道

府県に緊急事態宣言が発出されました．
透析患者に対するワクチン接種はかなり進んできており，透析患者の重症化は第 4波に比べると

かなり少なかったようですが，東京を始めとする首都圏では，ワクチン未接種の 40～50歳代の重

症者の激増により病床が逼迫し，かなり COVID-19透析患者の入院にも影響がありました．幸い 9

月上旬をピークにそれ以降感染者数，入院者数は減少し，9月 30日には全都道府県で緊急事態宣

言は解除されました．透析患者についてはかなりワクチン接種の効果はあったようです．
日本透析医会としては，6月 25日に日本透析医学会，日本腎臓学会，日本腎代替療法医療専門

職推進協議会とともに，山本博司厚生労働副大臣に透析患者に対する新型コロナウイルスワクチン
の早期接種を要望，それを受けて 7月 16日付けで厚生労働省健康局健康課予防接種室から事務連

絡「精神疾患による入院患者や人工透析患者への新型コロナワクチンの接種体制の確保について」

が各自治体あてに発出され，透析患者に対するワクチン接種体制の確保について要請がなされました．
また，9月 2日にも，上記 4団体により，山本博司厚生労働副大臣に透析患者に対する無床診療

所での中和抗体薬「カシリピマブおよびイマデピマブ（商品名ロナプリーブ）」の使用を要望，こ
れを受け 9月 28日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より，各自治体あて
に，ロナプリーブが無床診療所でも投与可能となった事務連絡が発出されました．
さらに，11月 15日には同じく上記 4団体から，開発中の抗体カクテル療法である AZD7442の

慢性腎臓病および腎移植患者に対する適用を要望する「慢性腎臓病患者（透析患者を含む）および

腎移植患者に対する曝露前の抗体療法予防投与に関する要望書」を後藤茂之厚生労働大臣に提出し

日本透析医会副会長

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之
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ました．
執筆の 11月中旬時点ではまだ第 6波の兆候を示す明らかな感染者数の増加は認めておりません

が，今後も予断は許しません．会員施設を始めとする透析医療機関のこれまでの努力に対する感謝
と共に，今後もクラスター発生防止のために引き続き対応よろしくお願い申し上げます．

2. 2022年度診療報酬改定対応について

2018年度の診療報酬改定が透析医療の狙い撃ちに近い形だったこともあり，2022年度の診療報

酬改定がどのような形になるのかについては強い関心を持って注視してまいりました．
8月 31日には，秋澤会長以下役員が厚生労働省保険局医療課長を訪問，①感染対策コストや透

析液薬価の引き上げなどを考慮した適切な人工腎臓点数，②DPC病院や医療療養病棟等の包括請

求が求められる病棟で算定可能なブラッドアクセスカテーテル挿入手技料の設定，③有床診療所の
療養病床における慢性維持透析管理加算，④ADL低下透析患者対応の評価，⑤感染症患者に対す
る加算の新設，⑥療養・就労両立指導管理料の対象疾患への透析患者の追加，⑦人工腎臓 4におけ

る慢性維持透析濾過加算の算定の 7点について要望するとともに，2018年度改定で新設された効

率性指標による人工腎臓点数の区分に関して，「効率性」という医療の質との関連が示されていな
い指標で診療報酬が区分される方針は合理性に欠くと，この点数の廃止を要望しました．
執筆時点の 11月中旬においては，透析医療に関する診療報酬改定についてどのような方針が示
されるのかはっきりしておりませんが，今後も適宜対応していきますので，会員各位のご理解，ご
支援を引き続きよろしくお願い申し上げます．

3. 外来機能報告制度における透析医療の扱いについて

医療機関の機能分化と連携を強化する方針の中で，大病院への患者集中を防ぎ，かかりつけ医機
能の強化を図るための施策として「外来機能報告制度」が新設されることが決まっており，その詳
細の検討が進められてきております．その中で，外来機能報告制度の対象に，病院における外来透
析が含まれる方針であることが 7月の時点で示されました．外来透析は地域によって実情が大きく
異なり，外来機能報告制度によって病院での外来透析に支障をきたすような形になると大きな問題
になる可能性があります．日本透析医会としては，病院団体とも連携をとりながら，外来透析を外
来機能報告制度から外すことを厚生労働省医政局長あてに 8月 31日に要望しました．今後，この
制度が透析診療の提供に問題を引き起こすことのないよう今後も適宜対応していきたいと考えてお

ります．

4. 秋期研修セミナーについて

本来であれば 10月 3日に京都で開催を予定しておりました日本透析医会秋期研修セミナー「透

析医療における Current Topics 2021「腎不全・透析医療が日常的に遭遇する諸課題」」は COVID-19

の動向が未だ予断を許さない状況下にあることから，現地開催を断念し，WEB配信で開催となり

ました（配信期間：2021年 11月 4日～12月 6日）．諸事情を鑑みご理解いただければ幸いです．

5. 支部長会・透析保険審査委員懇談会について

支部長会および透析保険審査委員懇談会を 9月 11日にWEBで開催させていただきました．多数
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のご参加をいただきありがとうございます．また，今後も情報交換および情報共有をさせていただ
きたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます．

6. 災害時診療体制の確保に関する厚生労働科学研究費補助金について

筆者が研究代表者をつとめる厚生労働科学研究費補助金（腎疾患政策研究事業）「慢性腎臓病患

者（透析患者等を含む）に特有の健康課題に適合した災害時診療体制の確保に資する研究」は，3

カ年予定の 2年目で複数の調査研究を行っております．様々な調査が重なる中で日本透析医会会員
の皆様方には多大なご協力をいただき誠にありがとうございました．なお，初年度の令和 2年度研

究年度終了報告書については，日本透析医会ホームページの「出版物」のところに掲載しておりま
すので，ご興味があればご参照いただければ幸いです．

7. 令和 3年度日本透析医会公募研究助成金について

令和 3年度の日本透析医会公募研究助成については，29件の申請がありました．令和 4年 1月

に予定されている外部委員を含む研究助成審査委員会において厳正な審査をさせていただく予定と

なっております．

別表　新型コロナウイルス感染症への取組状況

年月日 日本透析医会
新型コロナウイルス感染対策ワーキンググループ

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

7月 2日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 7月 1日時点）（HP）

6日 【論文紹介 49】
「腎不全患者におけるレニン・アンジオテンシン系阻
害薬と COVID-19関連死亡のリスク」（HP）

9日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 7月 8日時点）（HP）

13日 【論文紹介 50】
「血液透析および腎移植患者を対象とした SARS-Cov-

2mRNAワクチン接種後の液性反応」（HP）

16日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 7月 15日時点）（HP）

【厚生労働大臣あての要望】（山本副大臣）
「透析患者に対する新型コロナワクチン接種に関する
要望」（令和 3年 7月 5日付け要望書）
（日本腎代替療法医療専門職推進協会・日本透析医学
会・日本透析医会・日本腎臓学会）

19日 透析患者への新型コロナワクチンの接種体制の確保に
ついて（HP）

20日 【論文紹介 51】
「維持透析患者における抗体，病歴と COVID-19の罹
患」（HP）

26日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 7月 22日時点）（HP）

27日 【論文紹介 52】
「D-ダイマー濃度上昇を認めた COVID-19入院患者に
対する治療的抗凝固療法と予防的抗凝固療法の比較」
（HP）

30日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 7月 29日時点）（HP）
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年月日 日本透析医会
新型コロナウイルス感染対策ワーキンググループ

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

8月 2日 透析患者における新型コロナウイルス感染者（COVID- 
19）の入院調整の現状と透析施設へのお願い（HP）

3日 【論文紹介 53】
「軽度と中等度の COVID-19に対する Bamlanivimab＋
Etesevimabの効果」

6日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 8月 5日時点）（HP）

10日 【論文紹介 54】
「医療従事者における BNT162b2の予防接種による症候
性，無症候性 SARS-CoV-2感染の発症率の影響」（HP）

13日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 8月 12日時点）（HP）

16日 透析患者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
の入院調整について

20日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 8月 19日時点）（HP）

24日 【論文紹介 55】
「慢性腎臓病患者における COVID-19の臨床像のまとめ
（メタ解析）」（HP）

27日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 8月 26日時点）（HP）

31日 【論文紹介 56】
「COVID-19に対する血漿交換の有効性について」（HP）

9月 2日 【厚生労働大臣あての要望】（山本副大臣）
「透析患者に対する抗体カクテル療法に関する要望」
（日本腎代替療法医療専門職推進協会・日本透析医学
会・日本透析医会・日本腎臓学会）

3日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 9月 2日時点）（HP）

7日 【論文紹介 57】
「血液透析患者における COVID-19に関連した臨床・
検査所見の推移」（HP）

10日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 9月 9日時点）（HP）

14日 【論文紹介 58】
「SARS-CoV-2未感染の血液透析患者における SARS-

CoV-2mRNAワクチンに対する液性および細胞性免疫
反応」

17日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 9月 16日時点）（HP）

21日 【論文紹介 59】
「mRNA COVID-19ワクチンのアレルギーおよびアナ
フィラキシー反応の評価」（HP）

24日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 9月 23日時点）（HP）

28日 【論文紹介 60】
「ロンドンの血液透析患者における COVID-19疾患の
リスク，透析施設の属性，および感染制御戦略」（HP）

10月 1日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 9月 30日時点）（HP）

無床診療所での抗体カクテル療法の使用について（HP）
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年月日 日本透析医会
新型コロナウイルス感染対策ワーキンググループ

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

10月 8日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 10月 7日時点）（HP）

11日 【RRT掲載】
「Survival and Predictive Factors in Dialysis Patients 
with COVID-19 in Japan：A Nationwide Cohort Study」
（筆頭著者：菊地　勘）

15日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 10月 14日時点）（HP）

22日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 10月 21日時点）（HP）

26日 【論文紹介 61】
「酸素投与を必要としない COVID-19患者における副
腎皮質ステロイド使用：システマティックレビューと
メタ解析」（HP）

29日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2021年 10月 28日時点）（HP）
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コロナ禍と透析医会

新型コロナが世界に蔓延し始めて凡そ 2年，いまだ終息のめどはたっていません．ワクチン接種
も思うように進まず，政治・行政組織の混乱，劣化は目を覆うばかりです．
透析医会は定期的に全国の透析患者の感染状況を克明に報告し一般会員としてはありがたい限り
です．しかしながらワクチン接種に関しては，対策がやや遅きに失したと云わざるを得ません．ワ
クチン供給量が充分でない事情は理解しておりますが，もう少し早く手を打てなかったものかと残
念でなりません．透析患者は週 3回の通院と集団での治療は避けられず，いわゆる三密状態にさら
されています．また透析医会の統計にもあるとおり，感染すれば死亡率は 15％以上と一般人のお
およそ 15倍です．札幌でのクラスターの報道を見ても 53％という透析患者の死亡率の高さは恐怖
ですらあります．
総ての透析クリニックのスタッフはウイルスの侵入防止の為，あらゆる努力をしておりますが，

100％阻止することは不可能です．結局は従来からのマスク，ゴーグル，エプロン着用，手洗い，
消毒，換気，三密を避ける行動等に頼らざるを得ません．そんな中で唯一光明があるとすればワク
チン接種以外には考えられません．介護施設等を差し置いて優先するわけにはいかないという意見
もありますが，介護施設の入居者が市中を出歩くことはなく，免疫不全患者が頻回に集団治療を受
けていることもありません．やはり透析治療は特殊なのです．透析医療に関係するすべてのスタッ
フ，患者に一刻も早くワクチンが行き渡り安全な透析治療が受けられることを切望しております．
先般の透析医会のメールによりますと 7月 5日に関係 4学会の連名で厚労省に要望書を出したそ
うですが遅すぎます．ほとんどの施設ではもうワクチンは接種済みではないでしょうか．医会の取
り組みは一年以上遅れています．
筆者は今年の 2月と 5月に透析医会に対して厚労省に透析患者に対して早期のワクチン接種をお
願いする要望書を出すよう提言しましたが，ワクチンが足りない現状では無理だとスルーされまし
た．“無い袖は振れぬ”状態であったとしても，透析医会がそんな事情を忖度して要請をしないのは
納得できません．透析患者のおかれた危険な状況を行政に認識して貰うことだけでも意義があり，
今後，透析患者の抗体価の低下，ブレークスルー感染なども考えてワクチンの追加接種も必要にな
ってきます．そのためにも訴え続けることが必要です．
「会員と患者の安全と福祉のために」という透析医会の理念を今こそ実践する時ではないか．こ
の非常事態に動かなければ医会の存在理由すら疑われても仕方がありません．状況把握体制は既に
確立されており，できるだけ早く対策を立て実行するのは専門家集団としての透析医会の矜持であ
り，任務でもあります．透析医会の役員諸氏の更なるご健闘をお願い致します．（9月 17日　記）

重松　勝（福岡市）

会誌編集委員会のコメント

これまで日本透析医会は COVID-19に対し関連学会とも協力し取り組み，その内容や経緯は日本
透析医会雑誌でご報告してまいりましたが，このたび上記のような会員の方から意見が提出されま
した．会員からの貴重な意見として掲載させていただきます．

編集者への手紙
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１. 本誌は，公益社団法人日本透析医会の機関誌であり，

透析医療及び腎不全対策並びにその関連領域の進歩と公

益に寄与することを目的とする．

２. 投稿資格

  筆頭著者は当会の会員とする．ただし，当会の会員以

外の者であっても会誌編集委員会の承認を得た場合には，

この限りでない．

３. 本誌への投稿は，原著，総説，実態調査報告，公募研

究報告，短報，症例報告，編集者への手紙，その他とする．

４. 著作権について

  本誌に掲載後の著作物に関する権利は，公益社団法人

日本透析医会に帰属するものとする．

  論文の内容については，著者が責任を負う．

５. 原稿送付

  原稿は，e-mail添付による投稿とする（e-mail : info@

touseki-ikai.or.jp）．もしくは，原本 1部，コピー 2部及び

原稿データ（図表含む）を収録した電子記憶媒体を簡易書

留便で郵送する．

  （送付先）

　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2淡路建物ビル 2F

　　　　　　公益社団法人日本透析医会事務局

６. 掲載原稿の採否及び順位は，会誌編集委員会で決定する．

７. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．

８. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

頁数の変更（増減），図版の移動をしない．再校以後は会

誌編集委員会において行う．

９. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30部までは無

料とし，それを超える分は著者の実費負担とする．

10. 掲載原稿（図表などを含む）は，原則として返還しない．

11. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．

⑴　原稿の長さは，原著，総説及び実態調査報告は 12,000

字，公募研究報告は 8,000字，短報は 3,200字，編集者

への手紙は 1,000字までとする．ただし，図表 1枚につ

き 400字を減ずる．

　　なお，症例報告は，以下のとおりとする．

・症例報告は 6,000字以内とし，要旨（600字以内），緒

言，症例，考察，結語，倫理的配慮，利益相反，文

献の形式とする． 

・個人情報に配慮し，個人を特定できないよう十分な

匿名化を行う．

・倫理的配慮には，患者及び家族より文書同意を得て

いることを記載する．

・医薬品の適応外使用や未承認治療を行った報告は，

倫理審査を経ていることを記載する．

⑵　原稿は，邦文とし，横書き，口語体，平仮名，当用

漢字，現代仮名使いを使用する．

①　原著として投稿する場合は，要旨（600字以内），緒

言，対象・方法，結果，考察，結語，利益相反，文

献の形式とする．

②　総説，その他は，特に形式を定めないが，最初に

要旨（600字以内）を記載する．総説の引用文献は，読

者に教育的で有用なものを選ぶ．

③　いずれの場合も簡略化題名及び 5語以内のキーワ

ードを記載する．

④　原著，総説，公募研究報告には題名，著者名に英

文を併記する．

⑶　邦文の標題を，図は下方に，表は上方に付ける．表

中では縦線は入れない．各図表には簡潔な説明を付け，

そこに表中で使用されている略語のフルスペルを記載

する．

　　写真は図とする．カラー写真の印刷にかかる費用は，

原則として著者の実費負担とする．

⑷　図表の引用の場合は，著者が出版社の承諾を得てそ

の出典を明らかにする．

⑸　図表は本文中に入れ込まず，挿入箇所を本文中に明

記する．

⑹　外国人名，地名，薬品名は，原語またはカタカナを

用い，明瞭な活字体とする．

　　なお，薬剤名は一般名とし，必要な場合は商標名を

括弧内に記載する．

⑺　度量衡は国際単位（SI）とし，km，mm，L，dL，mL，

kg，g，mg，mEq/L，mg/dLなどを用い，数字は算用

数字（1，2，3など）を用いる．

⑻　略語を使用する場合には，初出の箇所で正式名称を

用いた後に括弧書きでフルスペルを記載し，略語を定

公益社団法人日本透析医会雑誌投稿規程
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義する．要旨にも略語を用いることができるが，本文

で同じ略語を用いる場合においても，本文の初出時に

再度定義する．

　（例）　慢性腎臓病（chronic kidney disease;  CKD）

⑼　引用文献数は，原則として 30以内とし，本文の引用

箇所に順次番号を付し，本文の末尾に一括して，次の

形式に従い引用順に記載する．

①　書籍は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の場

合は 3名まで記載し，以下は「他」，または「et al.」

として省略）著者名：論文名．編者名．書籍名．所

在地：出版社名，発行年（西暦）；頁（始頁-終頁）の順

に記載する．

　（例）　浅野　泰：透析低血圧の病因．長澤俊彦，河

辺香月，伊藤克己，他編．Annual Review腎臓 1998．

東京：中外医学社，1998； 148-153．

②　雑誌は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の場

合は 3名まで記載し，以下は「他」，または「et al.」

として省略）著者名：論文名．雑誌名　発行年（西

暦）；巻：頁（始頁-終頁）の順に記載する．

　（例）　Manto A, Cotroneo P, Marra G, et al. : Effect of 

intensive treatment on diabetic nephropathy in patients 

with type I diabetes. Kidney Int 1995;  47 : 231-233.

　　雑誌名は略名（外国雑誌は Index Medicus，邦文雑

誌は出典雑誌の定める略名）で記載する．ただし，

種々の学会の「予稿集」は，引用文献としては認め

られない．（抄録が学会誌の一部として公表されてい

る場合は可）

③　電子ジャーナルの引用は，雑誌に準じ最後に，論

文番号．doi：（アクセス日）を付記する．

④　インターネット上の資料は，著者名等「タイトル」

URL（アクセス日）の順に記載する．

　（例）　厚生労働省「医薬品の薬価収載等について」

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

pdf（2009/2/12）

12. 倫理

⑴　ヒトを対象とする調査研究は，世界医師会によるヘ

ルシンキ宣言を基礎とし，「人を対象とする医学系研究

に関する倫理指針」を遵守すること．その他，「ヒトゲ

ノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」，「研究機関

等における動物実験等の実施に関する基本指針」等，

最新の文部科学省・厚生労働省の医学研究に関する倫

理指針に準拠していることを論文中に明記する．また，

倫理委員会より承認を得た場合は，その旨及びその承

認番号を論文中に明記する．

⑵　診療報酬制度で認められていない治療法を用いた臨

床研究については，その旨及び患者の同意を書面によ

り得たことを論文中に明記する．

13. 利益相反

  著者は，論文の研究について利益相反状況を開示しな

くてはならない．自己申告による「日本透析医会雑誌：

自己申告による利益相反（COI）報告書」（別紙 1）を提出す

る．また，本文の末尾にも記載する．申告すべきものが

ない場合は，「利益相反自己申告：申告すべきものなし」

と記載する．

  共著者がいる場合，筆頭著者は論文提出時に全員の出

版合意「筆頭著者ならびに共著者の同意書」（別紙２）及

び「日本透析医会雑誌：自己申告による利益相反（COI）

報告書」を取りまとめて提出する．

14. 多重投稿（出版），盗用，及び捏造

  多重投稿（出版），盗用，及び捏造が認められた場合には，

掲載を取り消すことがある．

  総説などにおいて，すでに投稿（出版）された論文と内

容・構成が著しく重複する場合には，投稿の際にその旨

を会誌編集委員会に申告する．また，新たに加筆修正さ

れたものであれば，その旨を論文末尾に記載する．その

論文を多重投稿（出版）とみなすか否かは会誌編集委員会

で決定する．

附則

１. 本規程は，平成 31年 2月 22日から施行する．

  （平成 31年 2月 22日理事会決議）

附則

１. 本規程は，令和 2年 2月 28日から施行する．

  （令和 2年 2月 28日理事会決議）

附則

１. 本規程は，令和 3年 2月 26日から施行する．

  （令和 3年 2月 26日理事会決議）
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別紙１ 

 
日本透析医会雑誌：自己申告による利益相反（COI）報告書 

 

 

（著者全員について，投稿又は発表時点の前の年から過去３年間分及び投稿又は発表時点までの期間を

対象に、発表内容に関係する企業・組織又は団体との利益相反状態を１人ずつ，１年ごとに責任著者

が取りまとめて提出） 

 

申告期間：    年  月  日 ～     年  月  日 （年は１月１日～12 月 31 日とする．） 

 

著 者 名：  

 

論文題名： 

（本報告書は，申告日より５年間保管されます．） 

 

（申告日）       年    月    日 

 

 

    申告者 （署名捺印）                             ○印 

項  目 
該当の 

状況 
有であれば，著者名：企業名などの記載 

① 役員，顧問等の報酬額  
（１つの企業・団体から年間 100 万円以上） 

有 ・ 無  

② 株式の利益 
（１つの企業から年間 100 万円以上，あるいは当該株式の５％ 

以上保有） 

有 ・ 無 

 

③ 特許使用料 
（１つにつき年間 100 万円以上） 

有 ・ 無 

 

④ 講演料 
（１つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上） 

有 ・ 無 

 

⑤ 原稿料 
（1つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上） 

有 ・ 無 

 

⑥ 研究費・助成金などの総額 
（１つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局（講座， 

分野あるいは研究室など）に支払われた年間総額が 100 万円以上） 

有 ・ 無 

 

⑦ 奨学（奨励）寄付金など総額 
（１つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局 （講座， 

分野あるいは研究室など）に支払われた年間総額が 100 万円以上） 
有 ・ 無 

 

⑧ 企業などが提供する寄附講座 
（企業などからの寄附講座に所属している場合に記載） 

有 ・ 無 

 

⑨ 研究，著作等とは無関係な旅費，贈答品などの受
領（1つの企業・団体からの年間 5万円以上）  

有 ・ 無 
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別紙２ 

 

年   月   日 

 

筆頭著者ならびに共著者の同意書 

日本透析医会 会誌編集委員会委員長 殿 

 

 

論文カテゴリー：該当欄に☑を記載 

□原 著        □総説（研修セミナー講演報告書を含む．） 

□実態調査報告     □委員会・会議報告書     □公募研究助成報告 

  □短報         □症例報告          □支部の特別講演抄録 

  □支部だより      □編集者への手紙        □その他 

 

 

 タイトル：                                 

 

 

筆頭著者氏名（自筆）：                  

 

 

代表著者氏名（筆頭著者と同じ場合は記載不要）：                

 

 

上記論文の日本透析医会雑誌への掲載にあたり，論文の内容と投稿に同意すること，また 

著作物に関する権利は公益社団法人日本透析医会に帰属することなどについて，共著者全員 

の同意を得ていることを証明するため，共著者全員の自筆署名を提出いたします． 

 

共 著 者 氏 名 署名日（   年  月  日） 

1．  

2．  

3．  

4．  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

（共著者が10名を超える場合には余白に記載してください．） 
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2019年 12月，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が発生し，早くも 2年が経ちました．
COVID-19は，日本国内においても 2020年 1月の肺炎発症第 1例以降徐々に全国に広がり，これ
まで 5回の流行ピークと 4回の緊急事態宣言を経験しました．当然のことながら，この間多くの学
術集会は現地開催が中止となり，WEBでの開催や講演の動画配信を通じて辛うじて情報の発信，
意見の交換が行われてきました．
今回の日本透析医会雑誌 2021年 36巻 3号でも，本来であれば東京お茶の水ソラシティで現地開

催されたはずであった Current Topics 2021のWEB版の内容が掲載されています．その他，COVID- 

19に直接関連する内容は医療安全に 2題，症例報告に 2題が掲載されておりますが，コロナ関連
以外にも興味ある日々の診療に欠かすことのできない内容の論文が多く掲載されています．ぜひご
一読ください．
この編集後記を書いている 2021年 11月 2日現在，全国的に COVID-19は大いに下火ですが，こ

の日本透析医会雑誌 36巻 3号が発行される 2021年 12月末はどのような状況でしょうか？ 感染
拡大が引き続き抑えられ，平穏で安全な日常が戻っていることを期待したいと思います．

会誌編集委員　佐 藤 壽 伸　

編 集 後 記
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